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貴金属の買い取り業者に

ご注意

突然、見知らぬ業者がやってきて「不要な金はあり

ますか」といわれ、ネックレスを 2 本見せたところ、

安い値段で引き取られそうになった、という相談が寄

せられています。

幸い家族が帰宅し取り戻すことができましたが、

執拗に説得されて売り渡しに応じてしまったとい

うものです。

金の買取り価格は業者によって幅がありますので、

売却する際には他社と比較するなどして、納得した上

で取引することが大切です。

事実と異なる説明を受けた、断っても帰らないな

ど不審・不満な点があれば最寄りの消費生活センタ

ーに相談しましょう。
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